
精米についての取扱業者の認証の技術的基準の一部を改正する件 新旧対照表 

○精米についての取扱業者の認証の技術的基準（令和３年12月７日農林水産省告示第2078号）                                         （下線の部分は改正部分） 

 

改 正 後 

 

改 正 前 

 

4.2.2 製造の業務の管理運営に関する事項 

 

管理運営の実施方法は，次による。 
a) （略） 

b) 次の事項について，内部規程を具体的かつ体系的に整備していなければならない。ただし，5)に
あっては複数の原料玄米又は精米を配合する場合，6)にあっては無洗米加工を行う場合に限る。ま

た，21)及び 22)にあっては確認検査の全部を自ら行わない場合を除く。 
1)～25) （略） 

c)～g) （略） 

 

 

4.2.2 製造の業務の管理運営に関する事項 

 

管理運営の実施方法は，次による。 
a) （略） 

b) 次の事項について，内部規程を具体的かつ体系的に整備していなければならない。ただし，5)に
あっては複数の原料玄米又は精米を配合する場合，6)にあっては無洗米加工を行う場合，21)及び

22)にあっては確認検査の全部を自ら行わない場合を除く。 
1)～25) （略） 

c)～g) （略） 

 

  

 

 

 

 


